
井 原 市 福 祉 基 金 助 成 事 業 
 助成事業の種類 助成対象事業及び対象者 助  成  対  象  経  費 助  成  額 

１ 

技術習得・社会参加 

促進費助成 

 

本市に住所を有する次の各号に掲げる者で、就業等のための技術習得を目的に、

職業センター又は専門学校に入校することにより就業若しくは自立更生が見込ま

れる者 

（１）身体障害者手帳の交付を受けている者 

（２）療育手帳の交付を受けている者 

（３）精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

入校に要する経費 ５０，０００円 

２ 
心身障害者扶養共済制

度加入保険料助成 

本市に住所を有する心身障害者の保護者で、この制度の保険料を納付している

者。ただし、附加給付保険料を除く。 

加入保険料に要する経費の１／３の額  

３ 住宅設備改良費助成 

本市に住所を有する者で、次の各号に掲げる者（介護保険等の住宅改造助成を既

に受け、又は受けることができる者を除く。）の生活しやすいように住宅設備の改

善を行う場合（市県民税が課税されていない世帯に限る。） 

（１）身体障害者手帳１～３級の交付を受けている者 

（２）療育手帳Ａの交付を受けている者 

（３）精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けている者 

（４）前３号に掲げる者を介護している者 

（５）６５才以上の高齢者を含む世帯に属する者 

（６）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以

下この表中「障害者総合支援法」と言う。）第４条第１項に規定する

治療法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定

めるもの（以下この表中「難病患者等」と言う。） 

住宅設備改良に要する経費の２／３の額 

（玄関、浴室、便所、炊事場等の改良で、障害の克服

を目的としたものに限り、介護保険制度の住宅改修

に準ずる。） 

 

２００,０００円以内 

 

４ 心身障害者祝金 

本市に１年以上住所を有する者で、次の各号に掲げる者が結婚（初婚に限る。）し

た場合又は２０歳になったとき 

（１）身体障害者手帳１～３級の交付を受けている者 

（２）療育手帳の交付を受けている者 

（３）精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

 結婚祝金 

１人 ５０,０００円 

成人祝金 

 １人 ２０，０００円 

５ 
はり・きゅう・マッ 

サージ施術費助成 

本市に住所を有する者で、次の各号に掲げる者があん摩、マッサージ、指圧師、

はり師、きゅう師等に関する法律第２条第１項に定めるあん摩、マッサージ師の

免許を有する市内の施術所において施術を受ける場合 

（１）身体障害者手帳１～３級の交付を受けている者 

（２）療育手帳Ａの交付を受けている者 

（３）精神障害者保健福祉手帳の１級の交付を受けている者 

（４）６５才以上の者(市県民税が課税されていない者に限る。) 

（５）障害者総合支援法に規定する難病患者等 

はり、きゅう、マッサージ施術券の支給 

(１回当たりの施術につき１枚とする。) 

２,０００円券 

年２４枚 

 
 
 

６ 
ファックス使用料金 

の助成 

本市に住所を有する者で、身体障害者手帳１～３級の手帳の交付を受けている聴

覚、音声又は言語機能障害者であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段と

して必要があると認められる者 

ファックス使用料金の額 

 

月額基本料金相当額 

７ 

福祉ボランティアグ 

ループの育成及び活 

動費の助成 

障害者（児）、高齢者、母子（父子）家庭、養護施設入所者（児）の自立と社会参

加を促進する福祉ボランティアグループ（５人以上）の育成及び継続して行う福

祉ボランティア活動の実施に要する経費の一部を助成する。 

組織発足に伴う経費（初年度に限る。） 

活動に必要な資材、交通費及びボランティア保険料等

市長が特に必要と認めた経費 

３０,０００円 

年３０,０００円以内 

８ 緊急援護金の給付 
市長が緊急援護の必要があると認めた者で、その援護が公的扶助等の対象となり

えない場合 

市長が緊急援護の必要があると認める経費 市長が必要と認める額 

９ 
施設通所者(児)の 

交通費の助成 

本市に住所を有する者で、特別支援学校又は福祉施設におおむね週１回以上継続

して通学若しくは通所する知的障害者（児）、精神障害者又は身体障害者若しく

はその親族並びに障害者総合支援法に規定する難病患者等であって、次の各

号に該当する場合 

（１）通常助成金 公共の交通機関又は自家用車を利用して、通学又は通所して

いる場合 

（２）緊急助成金 親族の病気等の事由により長期的に送迎が困難になった場

合、その送迎に係る交通費 

  

通学若しくは通所に必要な交通費又はガソリン代（特

別支援学校に寄宿し、かつ、毎週末に帰宅する場合を含

む。） 

 

（１）通常助成金 

・定期乗車券購入に要した自己負担

額の１／２ 

・ガソリン代 

月額 ４，０００円以内 

（２）緊急助成金 

・送迎に要した経費の９／１０ 

４０，０００円以内（１月に限

る。） 

１０ 紙おしめの助成 

本市に住所を有する在宅で常時おしめを使用している者で、次の各号に掲げる者

（井原市地域生活支援事業実施要綱（平成１８年井原市告示第１０７号）に定め

る紙おむつの給付又は井原市在宅重度要介護者介護用品支給事業実施要綱（平成

１７年井原市告示第８号）により介護用品の支給を受けることができる者を除

く。） 

（１）４０才以上の者 

（２）身体障害者手帳の交付を受けている者 

（３）療育手帳の交付を受けている者 

（４）精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

（５）障害者総合支援法に規定する難病患者等 

紙おしめ（利用券）の支給（尿とりパットを含む。） 

 使用できる枚数は、次の各号のとおりとする。なお、 

切り離しての使用は、無効とする。 

使用期間 
市県民税 

課税世帯 
その他の世帯 

８月１日～ 

翌年７月３１日 
５枚 １０枚 

１１月１日～ 

翌年７月３１日 
５枚 １０枚 

２月１日～ 

７月３１日 
５枚 １０枚 

５月１日～ 

７月３１日 
５枚 １０枚 

 

  

申請月 

支給枚数 

（１,０００円券） 

市県民

税課税

世帯 

その

他の 

世帯 

８～１０月 ２０枚 ４０枚 

１１～１月 １５枚 ３０枚 

２～４月 １０枚 ２０枚 

５～７月 ５枚 １０枚 
 

 

第９７４号 赤旗読者ニュース （１）

読者ニュース「きずな」に対するご意見や情報をしんぶん赤旗の配達・集金者にどしどしお寄せください。

２０１４年 ４月１０日

ＮＯ ９７４

赤 旗 井 原 出 張 所

井原市井原町１０３ （℡ 62-6200）き ず な
井原市の「井原市福祉基金助成事業」は、平成２５年度の助成事業に３項目が加わり、平成２６年度から下記の１８項

目になりました。助成の内容は次のとおりです。紙面の都合で文字が小さくなり申し訳ございません。詳しいことをお聞

きになりたい方は、下記のお問い合わせ先にお問い合わせください。

お問い合わせ先℡62-9518(社会福祉事務所)℡72-0110(芳井市民福祉係)℡87-３１１２(美星市民福祉係)



１１ 
福祉タクシー料金・ 

福祉バス料金の助成 

本市に住所を有する在宅の低所得者（市県民税が課税されていない者）で、次の

各号に掲げる者 

（１）身体障害者手帳１～２級の手帳の交付を受けている者 

（２）療育手帳の交付を受けている者 

（３）精神障害者保健福祉手帳１～２級の交付を受けている者 

（４）県が定める特定疾患患者 

（５）人工透析を受けている腎疾患患者（人工透析患者の通院交通費助成を受け

ている者を除く。） 

（６）小児慢性特定疾患患者 

（７）障害者障害者総合支援法に規定する難病患者等 

（８）交通手段を有しない６５歳以上の高齢者で、定期的に医療機関へ通院する

ことが必要かつその通院費の助成が必要と認められる者（おおむね週１回

以上、病院又は診療所等の医療機関で療養を必要とする者（その事実を明

らかにする資料の添付を要する。）） 

一乗車につき  

タクシー基本料金（大型を除く。）又はバス基本

料金（最低運賃）のいずれか 

 

タクシー基本料金（大型を除

く。）乗車券 月８枚 

バス最低運賃乗車券 月８枚 

１２ 
人工透析患者の通院 

交通費の助成 

本市に住所を有する低所得者（市県民税が課税されていない者）で、通院により

人工透析を受けている腎臓疾患患者（福祉タクシー料金又は福祉バス料金の助成

を受けている者を除く。） 

 月額４,０００円 

 

１３ 
先進医療費自己 

負担金の助成 

本市に１年以上住所を有する者で、先進医療を受けた者 

 

自己負担金に要する経費の１／１０の額 

 

１回 

３００,０００円以内 

１４ 
理美容サービス利用 

料金の助成 

本市に住所を有する者で、井原市在宅介護激励金の支給対象の被介護者 理美容サービス利用券の支給 

（１回のサービスにつき１枚とし、２か月で１枚とす

る。） 

１,５００円券 年６枚 

１５ 元気地域事業の助成 

地域の高齢者又は一人暮らしの人が集会所又は公民館に集い、交流や社会参加又

はボランティア活動を行うグループ（１０人以上の会員で構成） 

活動に必要な資材、交通費及び保険料等市長が必要と

認めた経費（備品及び他への助成金は除く。）の１／

２の額及び基本額 

基本額 １０，０００円 

事業費 ２０，０００円以内 

１６ 
福祉有償運送事業へ

の助成 

福祉有償運送事業を行う社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等の営利

を目的としない法人で、現に福祉有償運送を実施している法人及び福祉有償運送

を実施しようとする法人 

※この表において福祉有償運送とは、公共交通機関による移動が困難な高齢者及

び障害者を対象として、事業者が井笠地区福祉有償運送運営協議会の協議を経て

道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第７９条の規定に基づく登録を受けて

実施する自家用自動車による運送事業をいう。 

補助金の交付対象事業、経費 

補助対象事業 補助対象経費 

①事務処理安定

化事業 

福祉有償運送事業の利用件数 

②事業設立事業 (1)新たに福祉有償運送事業を

実施するために要する経費 

(2)新たに福祉有償運送事業に

使用する車両購入に要する経

費 

③事業継続事業 福祉有償運送事業を継続して

運営している法人が車両購入

に要する経費 

 

補助率・補助額 

補助対象事業 補助率・補助額 

①事務処理安

定化事業 

１件２００円 

②事業設立事

業 

(１)１０分の１０

（上限 

２５０,０００円） 

(2)３分の２ 

上限５００,０００

円 

事業継続事業 ３分の２ 

上限５００,０００

円（ただし、車い

す対応車両は１,０

００，０００円） 
 

１７ 
障害者通所奨励金の

助成 

在宅の障害者であって一般企業に雇用されることが困難な者が作業訓練又は生活

訓練を行う施設に通所することにより、当該障害者の自立及び社会復帰を促進す

るため、障害者通所奨励金を給付する。奨励金を受けることができる事業所は、

市内在住の障害者が自宅又は市内の共同生活援助施設から通所する地域活動支援

センターⅡ型事業所、地域活動支援センターⅢ型事業所及び障害者総合支援法に

定める就労継続支援事業所（特定旧法指定施設事業所を含む。）。 

 奨励金の額は、市内在住の通所者

１人につき、対象施設に通所した日

数（作業の時間が３時間未満の日を

除く。）に３００円を乗じて得た額

とする。 

 

１８ 
障害者福祉施設修繕

費助成 

障害者施設を運営する井原市内の特定非営利活動法人 市内の障害者施設を運営する特定非営利活動法人が、 

当該施設の現状維持のための修繕を行う場合 

（ただし、１申請後５年の経過を要す。） 

２分の１以内（限度額５０万円

（１事業所）） 

 

第９７４号 赤旗読者ニュース （２）

生活に役立ち勇気と確信のわくしんぶん[赤旗]をお読みください。(月額 日刊紙３,４００円 日曜版８００円）

井原市政に対するご意見・ご要望をお寄せください
井原市議会平成２６年６月定例会の開会予定日は６月９日（月)です。皆様の井原市政に対するご意見・ご要望を

お近くの党員か下記の電話・FAXにお気軽にお寄せください。皆様のご意見・ご要望が１つでも多く実現するよう、引
き続き奮闘したいと考えています。

日本共産党後援会事務所 TEL６２－６２００ FAX ６２－６２０９

森本ふみお宅 TEL６２－６０６１ FAX ６２－６０８１


